
昨
年
は
集
中
豪
雨
が
相
次
ぎ
、
全
国
各
地
で
大
水
害

が
頻
発
し
ま
し
た
。
秋
田
県
も
例
外
で
は
な
く
、
河
川

の
氾
濫
や
道
路
の
冠
水
、
家
屋
へ
の
浸
水
等
に
悩
ま
さ

れ
た
の
は
記
憶
に
新
し
い
と
こ
ろ
で
す
。
文
明
や
科
学

の
発
達
し
た
現
代
で
も
、
こ
う
し
た
自
然
の
脅
威
に
対

抗
す
る
の
は
容
易
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
当
然
、

今
か
ら
数
百
年
前
の
人
々
に
と
っ
て
、
そ
れ
ら
が
今
以

上
の
脅
威
だ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
で
す
。

で
は
、
刊
行
中
の｢

岡
本
元
朝
日
記｣

第
四
巻
に
見
ら

れ
る
水
害
関
係
の
記
事
を
幾
つ
か
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

①
宝
永
元
年
六
月
廿
六
日
条
よ
り

下
野
国
阿
蘓
郡
之
内
並
木
村
比
企
長
左
衛
門
殿
御

代
官
所
、
当
月
十
三
日
昼
七
ツ
時
大
雨
致
洪
水
龍

下
り
、
民
家
五
軒
押
潰
死
人
当
サ
ニ
壱
人
弐
人
ハ

半
死
半
生
・
・
・
（
以
下
省
略
）

宝
永
元
（
一
七
〇
四
）
年
六
月
十
三
日
に
下
野
国
（
栃

木
県
）
で
大
雨
に
伴
う
洪
水
に
よ
っ
て
家
屋
が
五
軒
倒

壊
し
、
死
傷
者
が
出
た
と

い
う
内
容
で
す
。
古
代
の

中
国
で
は
龍
（
竜
）
は
雨

や
洪
水
を
司
る
天
の
守
護

者
た
る
神
聖
な
存
在
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
こ

の
日
の
記
述
に
は｢

洪
水

龍
下
り｣

と
の
記
述
が
あ

り
ま
す
。
増
水
し
て
川
が

水
害
に
悩
む
人
々

～｢
岡
本
元
朝
日
記｣

よ
り
～竜の絵（吉田２６）

氾
濫
す
る
様
子
を
龍
の
姿
と
重
ね
て
表
現
し
た
の
で
し

ょ
う
か
。
当
館
の
所
蔵
史
料｢

竜
の
絵｣

（
吉
田
二
六
）

に
描
か
れ
た
龍
を
見
な
が
ら
、
濁
流
の
中
を
泳
い
で
い

く
龍
の
姿
を
想
像
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

②
宝
永
元
年
七
月
五
日
条
よ
り

本
荘
筋
昨
日
大
洪
水
ニ
て
、
津
軽
越
中
守
殿
始

何
も
此
辺
御
屋
敷
御
座
候
衆
ハ
御
退
候
て
御
越

之
由
、
急
ニ
水
押
入
候
故
下
々
ハ
は
た
か
ニ
て

退
候
よ
し
、
千
寿
近
郷
角
田
川
近
郷
ニ
ハ
家
流

入
死
有
之
由
申
候
也
・
・
・
（
以
下
省
略
）

洪
水
の
激
し
さ
と
人
々
の
慌
て
る
様
が
わ
か
り
や
す

く
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。｢

下
々
ハ
は
た
か
（
裸
）

に
て｣

と
い
う
こ
と
で
、
身
分
が
低
い
者
た
ち
は
、
着

の
身
着
の
ま
ま
で
と
に
か
く
必
死
に
逃
げ
る
し
か
な
か

っ
た
と
い
う
こ
と
が
一
目
瞭
然
で
す
。
死
ん
で
し
ま
っ

て
は
終
わ
り
で
す
か
ら
、
賢
明
な
判
断
と
言
え
ま
す
。

災
害
は
い
つ
起
き
る
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。
い
ざ
と
い
う

時
に
は
必
要
最
小
限
の
物
し
か
持
て
な
い
事
態
も
想
定

さ
れ
ま
す
。
必
需
品
の
在
処
は
要
チ
ェ
ッ
ク
で
す
！

③
宝
永
元
年
七
月
七
日
条
よ
り

去
月
廿
四
日
申
刻
秋
田
出
足
之
御
飛
脚
、
道
中

な
べ
掛
川
洪
水
故
黒
羽
へ
か
ゝ
り
候
処
是
も
通

不
成
逗
留
い
た
し
（
中
略
）
く
り
は
し
御
番
所

も
去
晦
日
流
候
由
、
家
共
多
流
人
死
も
候
由
申

候
、
此
方
去
廿
九
日
立
候
御
飛
脚
ハ
、
く
り
は

し
辺
松
木
ノ
上
へ
登
り
候
而
三
ケ
日
居
候
ヲ
、

古
川
よ
り
生
舟
出
シ
候
て
・
・
・
・
（
以
下
省
略
）

六
月
二
十
四
日
に
秋
田
を
出
発
し
た
も
の
の
、
洪
水

の
影
響
で
黒
羽
で
の
足
止
め
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
飛
脚

が
さ
ら
に
、｢

く
り
は
し
辺
松
木
ノ
上
へ
登
り
候
而
三

ケ
日
居
候｣

と
、
栗
橋
の
辺
り
で
、
松
木
の
上
で
三
日

間
を
過
ご
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
流
木
や
倒

壊
し
た
家
屋
の
上
に
い
て
難
を
逃
れ
た
と
い
う
の
は
、

東
日
本
大
震
災
で
津
波
が
発
生
し
た
際
に
も
見
ら
れ
た

光
景
で
す
。
そ
れ
と
単
純
な
比
較
は
で
き
ま
せ
ん
が
、

家
屋
を
倒
壊
さ
せ
る
ほ
ど
の
洪
水
か
ら
身
を
守
ろ
う
と

し
た
わ
け
で
す
か
ら
、
こ
の
時
の
飛
脚
の
必
死
さ
は
容

易
に
想
像
が
つ
き
ま
す
。｢

よ
く
頑
張
っ
た
ね｣

と
、
労

い
の
言
葉
を
か
け
て
あ
げ
た
い
気
持
ち
に
な
り
ま
す
。

④
宝
永
元
年
八
月
廿
八
日
条
よ
り

松
平
土
佐
守
様
御
領
分
土
佐
国
、
七
月
朔
日
同

四
日
同
十
七
日
風
雨
洪
水
ニ
て
御
損
亡
御
座
候

由
、
田
ハ
四
百
四
拾
五
石
余
・
・
・
（
以
下
省
略
）

⑤
宝
永
元
年
九
月
廿
三
日
条
よ
り

細
川
越
中
守
様
御
領
分
肥
後
之
国
・
豊
後
国
両
国

之
内
、
去
月
廿
三
日
強
風
雨
ニ
而
田
畑
七
百
弐
拾

壱
丁
余
御
損
亡
、
其
外
所
々
・
・
・
（
以
下
省
略
）

⑥
宝
永
元
年
九
月
廿
五
日
条
よ
り

小
笠
原
信
濃
守
様
御
領
内
豊
後
国
中
津
、
去
月

廿
三
日
よ
り
廿
四
日
迄
大
風
雨
に
て
洪
水
、
田

畑
五
千
石
余
其
外
御
損
亡
多
候
よ
し
（
中
略
）

有
馬
中
務
大
輔
様
御
領
内
筑
後
国
久
留
米
、
去

月
廿
三
日
よ
り
之
大
風
雨
洪
水
ニ
て
八
万
五
百

三
十
七
石
八
斗
亡
損
、
・
・
・
（
以
下
省
略
）

洪
水
に
よ
っ
て
田
畑
が
受
け
た
被
害
が
記
さ
れ
た
記

事
で
す
。
八
月
～
九
月
に
か
け
て
は
、
西
日
本
は
台
風

も
上
陸
し
や
す
い
で
す
し
、
被
害
も
大
き
く
な
っ
た
の

で
し
ょ
う
。
数
字
の
大
き
さ
だ
け
で
判
断
し
て
は
い
け

ま
せ
ん
が
、
⑥
の
記
事
で｢

五
千
石
余｣

の
田
畑
を
損
失

し
た
と
い
う
豊
後
国
中
津
（
大
分
県
）
の
被
害
状
況
は

極
め
て
深
刻
な
も
の
だ
っ
た
と
推
測
で
き
ま
す
。

今
回
取
り
上
げ
た
①
～
⑥
の
記
事
は
、｢

岡
本
元
朝

日
記｣

第
四
巻
の
ご
く
一
部
に
す
ぎ
ま
せ
ん
が
、
日
記

を
読
み
進
め
て
い
き
ま
す
と
、
地
震
に
関
す
る
記
事
も

頻
繁
に
出
て
き
ま
す
。
今
以
上
に
自
然
災
害
が
人
々
に

と
っ
て
の
大
き
な
脅
威
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

石
碑
や
古
文
書
に
記
さ
れ
た
古
人
の
記
録
は
、
進
ん
だ

文
明
社
会
に
生
き
る
私
た
ち
に
、
時
に
警
告
を
与
え
て

く
れ
ま
す
。
過
去
の
出
来
事
を
教
訓
に
、
水
害
や
地
震

等
の
自
然
災
害
へ
の
対
策
や
備
え
、
忘
れ
な
い
よ
う
努

め
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
ね
。
【
村
山
純
一
】
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今
年
の
「
古
文
書
解
読
講
座
」
は
、
七
月
六
日(

金)

と
十
三
日(

金)

を
初
級
者
向
け
の
内
容
で
、
七
月
二
十

日(

金)

と
二
十
七
日(

金)

を
中
・
上
級
者
向
け
の
内
容

で
開
催
し
ま
す
。受
付
は
五
月
十
七
日(

木)

開
始
で
す
。
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江
戸
時
代
に
入
り
幕
府
は
宗
教
政
策
の
一
環
と
し

て
、
寺
社
に
対
し
邪
教
排
除
の
目
的
か
ら
そ
の
由
緒
の

調
査
を
始
め
ま
し
た
。
そ
れ
に
応
じ
て
秋
田
藩
で
は
寺

社
奉
行
を
通
し
て
、
領
内
の
寺
社
に
由
緒
書
の
提
出
を

求
め
ま
し
た
（
『
国
典
類
抄
』
嘉
部
四
）
。
そ
こ
で
各
寺

社
は
こ
れ
ま
で
所
持
し
て
き
た
縁
起
の
内
容
を
要
約
し

て
藩
に
提
出
し
ま
し
た
。
そ
の
内
容
を
読
む
と
、
意
外

に
中
世
社
会
に
お
け
る
寺
社
の
実
態
に
迫
り
う
る
内
容

が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

一
般
に
「
縁
起
」
と
言
え
ば
信
者
へ
の
布
教
や
宣
伝

的
な
側
面
が
強
調
さ
れ
、
誇
張
さ
れ
た
表
現
の
多
さ
か

ら
、
史
料
活
用
の
上
で
は
敬
遠
さ
れ
が
ち
で
し
た
。
と

こ
ろ
が
、
最
近
で
は
内
容
の
厳
密
な
分
析
と
、
他
の
良

質
な
史
料
を
対
比
す
る
こ
と
で
、
近
世
以
前
の
社
会
状

況
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

今
回
取
り
上
げ
る
「
高
寺
山
別
当
高
善
寺
届
書
」（
Ａ

Ｓ
一
八
五
―
一
四
―
一
）
も
注
目
す
べ
き
内
容
を
有
す

る
史
料
で
す
。
こ
の
高
善
寺
（
現
大
仙
市
峰
吉
川
）
は

古
代
に
起
源
を
持
つ
真
言
宗
の
名
刹
で
す
。
届
書
の
実

名
称
は
「
仙
北
高
寺
山
縁
起
承
伝
申
候
覚
」
で
あ
り
、

「
高
寺
観
世
音
御
縁
起
」
の
一
部
を
抜
粋
し
た
も
の
と

推
定
さ
れ
ま
す
。

ま
ず
、
江
戸
期
の
記
録
か
ら
見
て
い
き
ま
す
と
、
第

一
に
慶
長
六
（
一
六
〇
一
）
年
、
百
石
所
持
し
て
い
た

寺
領
が
八
百
刈
の
祭
祀
料
だ
け
に
削
ら
れ
ま
し
た
。
や

が
て
明
暦
二
（
一
六
五
六
）
年
に
至
っ
て
当
高
八
石
三

斗
八
升
七
合
の
判
紙
が
交
付
さ
れ
、
そ
の
地
位
が
確
定

し
ま
す
。
そ
れ
と
同
時
に
、
小
山
田
村
（
現
仙
北
市
西

木
）
新
（
真
）
山
寺
の
門
中
を
離
れ
、
一
乗
院
の
門
中

に
帰
属
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
届
書
の
提
出
時
期
は

万
治
二
（
一
六
五
九
）
年
頃
と
推
定
さ
れ
ま
す
。

古
文
書
こ
ぼ
れ
ば
な
し

近
世
寺
社
史
料
の
効
用

～
仙
北
高
善
寺
の
縁
起
か
ら
～

そ
れ
で
は
伝
承
部
分
の
核
と
な
る
近
世
以
前
の
部
分

に
踏
み
込
ん
で
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
こ
の
寺

院
の
起
源
は
養
老
二
（
七
一
八
）
年
と
さ
れ
、
平
安
期

に
は
坂
上
田
村
麻
呂
、
清
原
武
則
な
ど
実
在
の
人
物
が

登
場
し
ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
人
物
が
当
寺
院
と

具
体
的
に
関
係
を
持
っ
た
と
い
う
こ
と
を
証
明
で
き
る

良
質
な
史
料
は
見
当
た
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
、
寺
院
が

そ
の
時
期
か
ら
存
在
し
て
い
て
も
歴
史
的
に
評
価
で
き

る
事
項
は
知
り
得
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
十
三
世
紀
に
な
る
と
具
体
的
な
記
事
が
出

て
き
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
建
保
六
（
一
二
一
八
）
年
二

月
、
高
寺
山
観
世
音
寺
（
高
善
寺
の
前
身
）
は
秋
田
城

介
藤
原
朝
臣
景
盛
入
道
に
よ
っ
て
再
興
さ
れ
、
「
以
テ

山
下
之
地
百
石
知
行
ト
シ
テ
寺
領
ニ
寄
セ
堰
添
ノ
田
八

百
刈
ヲ
祭
司
ニ
宛
ル
ト
也
」
と
の
証
文
を
得
た
と
記
し

て
い
ま
す
。
こ
こ
に
登
場
す
る
安
達
景
盛
は
鎌
倉
幕
府

の
重
臣
で
あ
り
ま
す
。
幕
府
は
承
久
の
乱
（
一
二
二
一
）

後
の
出
羽
国
の
支
配
権
を
強
化
す
る
た
め
に
景
盛
を
秋

田
城
介
に
任
命
し
ま
し
た
。
何
故
な
ら
、
出
羽
国
の
場

合
、
乱
後
も
朝
廷
の
公
家
が
継
続
し
て
国
守
に
任
命
さ

れ
て
お
り
、
複
雑
な
土
地
支
配
の
解
決
に
は
、
強
い
武

力
行
使
が
必
要
と
さ
れ
る
事
情
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
こ
に
こ
の
由
緒
書
の
歴
史
的
背
景
が
浮
か
び
上
が

っ
て
き
ま
す
。
ま
ず
観
世
音
寺
が
仙
北
峰
吉
川
周
辺
に

か
な
り
の
寺
領
を
開
発
し
、
所
有
し
て
い
た
こ
と
が
前

提
と
し
て
考
え
ら
れ
ま
す
。
し
か
も
、
そ
の
耕
作
の
た

め
の
灌
漑
用
水
と
な
る
堤
の
管
理
権
も
所
持
し
て
い
た

こ
と
で
す
。
秋
田
城
介
で
あ
る
安
達
氏
は
そ
の
宗
教
的

な
寺
院
の
権
威
を
承
認
し
つ
つ
、
地
域
支
配
の
安
定
を

意
図
し
た
政
策
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
ま

す
。
な
お
、
そ
の
堤
は
改
良
を
加
え
つ
つ
今
日
の
前
沢

堤
や
小
芦
沢
堤
と
し
て
現
在
に
至
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
安
達
氏
が
地
域
の
民
政
に
関
わ
っ
た
事

例
は
他
に
も
見
ら
れ
ま
す
。「
高
尾
山
権
現
縁
起
」（
『
羽

陰
温
故
誌
』
）
も
そ
の
一
つ
で
す
。
高
尾
山
蔵
王
権
現

（
現
秋
田
市
雄
和
）
は
古
代
以
来
の
伝
承
を
も
つ
由
緒

あ
る
古
社
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
弘
安

六
（
一
二
八
三
）
年
六
月
、
「
陸
奥
守
平
泰
盛
社
堂
僧

ヲ
再
興
シ
テ
多
顕
日
々
新
タ
ナ
リ
」
と
あ
る
点
が
注
目

さ
れ
ま
す
。
こ
の
平
泰
盛
（
安
達
景
盛
の
孫
）
も
秋
田

城
介
を
経
験
し
て
お
り
ま
す
。
当
時
は
モ
ン
ゴ
ル
襲
来

の
直
後
で
、
全
国
が
緊
張
に
包
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
そ

の
た
め
、
幕
府
は
全
国
の
寺
社
に
外
敵
退
散
の
祈
祷
を

命
じ
て
い
ま
す
。
当
然
な
が
ら
、
秋
田
城
介
の
寺
社
へ

の
保
護
・
統
制
が
加
え
ら
れ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
縁
起
の
内
容
を
厳
密
に
検
討
し
て
ゆ
け
ば
、

江
戸
期
に
成
立
し
て
く
る
寺
社
縁
起
は
（
す
べ
て
を
鵜

呑
み
に
す
る
の
は
危
険
で
す
が
）
、
近
世
以
前
の
歴
史

像
を
構
築
す
る
上
で
価
値
あ
る
史
料
に
成
り
得
る
と
考

え
ま
す
。

【
加
藤
民
夫
】

高善寺前景


